
仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱 

（平成１６年５月１８日 都市整備局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、仙台市耐震改修促進計画に基づき、地震に対する戸建木造住宅の安

全性の向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進するため、戸建木造住宅の所有

者が行う耐震改修工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するこ

とについて、仙台市補助金等交付規則（昭和５５年仙台市規則第３０号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 補助事業者 第９条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者をいう。 

二 補助事業 第９条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた事業をいう。 

 三 耐震診断支援事業 仙台市戸建木造住宅耐震診断促進事業実施要綱（平成１４年７

月１日都市整備局長決裁）に基づき行う仙台市戸建木造住宅耐震診断支援事業 

四 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成

１８年国土交通省告示第１８４号）に基づき認定された、一般財団法人日本建築防災

協会による「２０１２年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断

法」又は「精密診断法」（時刻歴応答計算による方法は除く。）により地震に対する

安全性を評価することをいう。 

 五 耐震精密診断 「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法（財団法人日本建築

防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集 平成７年９月２０日発行）Ⅰ 木造

住宅の耐震精密診断」に掲げる方法により地震に対する安全性を評価することをいう。 

 六 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震改修融資への

利子補給制度をいう。 

 七 取扱金融機関 利子補給制度を取り扱う金融機関のことをいう。 

 

（補助対象建築物） 

第３条 補助の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、仙台市内に存

する戸建木造住宅で、次の要件を満たすものとする。 

一 平成１２年５月３１日以前に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１

項に規定する建築確認を受けて着工したもの又は建築基準法施行前に着工されたもの 

二 地上階数が２以下のもの 

三 在来軸組構法（太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられたもの

を含む）によって建築されたもの 

四 建築基準法令に違反していないもの 

五 耐震診断支援事業において、次のいずれかに該当したものであること 



 イ 耐震診断を実施した結果、上部構造評点が１．０未満であったもの 

  ロ 耐震診断を実施した結果、重大な地盤・基礎注意事項の指摘があったもの 

 ハ 耐震診断支援事業の対象となった戸建木造住宅のうち、平成１８年３月３１日ま

でに実施した同事業に基づく耐震精密診断の総合評点が１．０未満であったもの 

六 過去に、同一敷地内に存する補助対象建築物について、この要綱に基づく補助金の

交付を受けていないこと 

 

（補助の対象者及び市税の取扱い） 

第４条  この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。 

 一 補助対象建築物の所有者（法人を除く）であること（当該対象建築物が共有に係る

ものである場合には、当該共有者のうちから選任された代表者１人） 

 二 本市の市税を滞納していないこと。また、個人事業主として申請する場合は、個人

の市税に加え、事業主として納付すべき市税を滞納していないこと 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二

条第六号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者又は同法第二条

第二号に規定する暴力団若しくは暴力団員と関係を有していない者であること 

２ 前項第２号に規定する要件は、市長が第８条に基づく申請を行ったもの(以下｢申請

者｣という。)の同意に基づいて市税の納税状況を調査することにより確認するものとす

る。ただし、申請者が、市税の滞納がないことの証明書(申請日前３０日以内に交付を受

けたものに限る。)を提出した場合はこの限りではない。 

３ 第１項第２号に規定する市税とは、個人の市民税(地方税法(昭和２５年法律第２２６

号)第３１９条第１項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。)、

固定資産税、軽自動車税及び都市計画税とする。また、事業主として納付すべき市税と

は、個人の市民税（当該事業主が仙台市市税条例（昭和４０年仙台市条例第１号）第２

２条各項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。）、事業所税

とする。 

 

（補助対象工事） 

第５条 この補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対

象建築物に対する耐震改修工事（設計及び工事監理は含まない。）及び耐震改修工事を

行うために必要となる既存仕上げ等の撤去及び再仕上げ等に要する工事とする。 

２ 耐震改修工事は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するも

のでなければならない。 

 一 耐震診断の上部構造評点又は耐震精密診断の総合評点が１．０未満であった場合 

耐震診断の上部構造評点を１．０以上とする工事であること 

 二 耐震診断、又は耐震精密診断において重大な地盤・基礎注意事項の指摘があった場

合  重大な地盤・基礎の注意事項を改善する工事であること 

３ 耐震改修工事は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建

築士の資格を有する者が設計及び工事監理を行うものとする。 



（補助対象経費） 

第６条 補助対象となる経費は、前条に定める補助対象工事に要する経費（消費税及び地

方消費税に相当する額を除くもの）とする。ただし、１４４万円を超える場合は１４４

万円とする。 

 

 （補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の５分の４に相当する額とし、１１５

万円を上限とする。ただし、その額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額とする。 

 

（交付の申請） 

第８条 規則第３条第１項の規定による交付の申請は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事

補助金交付申請書に関係書類を添えて市長に提出して行うものとする。この場合におい

て、補助対象工事の契約及び着手は、次条第２項の交付決定通知後に行うものとする。 

 

（交付の決定等） 

第９条 市長は、前条の申請が到達してから２０日以内に、当該申請に係る書類等の審査

及び必要に応じて現地調査等（以下「審査等」という。）を行った上で、補助金の交付

の可否及び補助金の額を決定するものとする。 

２ 規則第６条の規定による決定の通知は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付

決定通知書又は仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金不交付決定通知書により行うも

のとする。 

 

（交付の条件） 

第１０条 規則第５条第１項第１号に規定する市長の定める軽微な変更は、工事内容の変

更（当初工事目的を変更しない範囲のものに限る。）で、補助金の額に変更を生じない

ものとする。 

２ 規則第５条第１項の規定による変更等の申請は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補

助金変更等承認申請書により行うものとする。 

３ 前項の申請に対する承認は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金変更等承認通知

書により行うものとする。この場合、市長は、交付の決定を取り消し、又は変更するこ

とができる。 

 

 （申請の取下げ） 

第１１条 規則第７条第１項の規定による取下げは、交付決定の通知があった日から２０

日を経過した日までに仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付申請取下書により行

うものとする。 

 

（工事の中間確認） 



第１２条 補助事業者は、補助事業における主な耐震補強箇所を目視確認できる時期まで

に、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金中間確認届出書に関係書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助事業が適切に行われているかど

うか、速やかに中間確認を行うものとする。 

３ 市長は、前項の中間確認を行った結果、補助事業が適切に行われていないと認める場

合には、補助事業者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場

合において、補助事業者は是正が完了したときは、速やかに市長に対して書面により報

告を行わなければならない。 

４ 市長は、補助事業者が前項前段の命令に違反したときは、その者に対し、当該工事の

一時停止を命ずることができる。 

 

（完了報告） 

第１３条 規則第１２条の規定による実績報告は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助

金完了報告書に関係書類を添えて、補助事業完了の日から２０日を経過した日までに行

わなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る審査等

を行った上で、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとし、規則第１３条の規定によ

る通知は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金額確定通知書により行うものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１５条 市長は、規則第１２条の規定による報告を受けた場合において、補助事業が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適

合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずるものとし、理由を付して書面

により通知するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１６条 市長は、第１４条の規定による補助金の額の確定を行った後に補助金を交付す

るものとする。 

２ 補助事業者は、第１４条に規定する補助金の額の確定の通知を受けた場合、補助事業

を実施した会計年度の３月３１日までに、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金請求

書を市長に提出しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助金の交付を受けた場合、補助対象経費を支払った後、速やかにそ

のことを証する書類の写しを市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 



第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

 一 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき 

二 補助金を他の用途に使用したとき 

 三 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき

市長が行った処分に違反したとき 

２ 前項の取消しは、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付決定取消通知書により

行うものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消

しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一

部の返還を命じるものとする。 

２ 前項の返還命令は、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金返還命令書により行うも

のとする。 

 

（調査に対する協力） 

第１９条 補助事業者は、この要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な調査をし

ようとするときは、これに協力しなければならない。 

 

（書類の整備） 

第２０条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類

を整備し、かつ補助金の交付を受けた年度の翌年度から５年間保存しておかなければな

らない。 

 

 （利子補給制度の利用対象証明書発行申請） 

第２１条 利子補給制度を利用しようとする者は、【リ・バース60】耐震改修利子補給制

度利用対象証明書発行申請書を第８条に規定する交付の申請時に添付し市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請内容の審査を行い、利子補給

制度の対象であると認めたときは、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証

明書（申請者用）及び【リ・バース60】耐震改修利子補給制度利用対象証明書（金融機

関提出用）をもって当該申請者に証明するものとする。 

 

 （利子補給制度の証明取消し） 

第２２条 市長は、前条に規定する証明後に第１１条に規定する申請の取下げ、又は第１

７条第２項に規定する通知を行う場合は、前条の証明の取消しを行うものとし、耐震改

修利子補給制度利用対象証明取消通知書をもって当該申請者に通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた申請者は、取扱金融機関に連絡しなければならない。 



３ 前条第２項に規定する交付を受けた申請者は、利子補給制度を辞退又は取扱金融機関

等の審査落ちした場合は、辞退又は審査落ちした旨の通知の発行を取扱金融機関に依頼

し、仙台市戸建木造住宅耐震改修工事補助金変更等承認申請書に添付して市長に提出し

なければならない。 

４ 市長は、前項の申請があったときは第１項に規定する通知及び第１０条第３項に規定

する通知を行うものとする。 

 

（利子補給制度を利用する場合の補助金の額） 

第２３条 第２１条に規定する利子補給制度を利用し、第８条の規定による交付の申請を

行う場合、第７条に定める補助金の額は、この規定に定める補助金の額の２分の１の額

とする。 

 

（実施要領） 

第２４条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市整備局建築宅地部長が別に定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成１６年５月１８日から施行する。 

附 則（平成１７年４月２５日改正） 

この改正は、平成１７年４月２５日から施行する。 

附 則（平成１８年４月１７日改正） 

この改正は、平成１８年４月１７日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２９日改正） 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日改正） 

この改正は、平成２０年４月１日から実施する。 

附 則（平成２１年４月１日改正） 

この改正は、平成２１年４月１日から実施し、改正後の第７条第一項２号の規定は、

平成２１年１月１日以降に工事が完了したものについて適用する。 

附 則（平成２３年５月３１日改正） 

この改正は、平成２３年６月１日から実施する。 

附 則（平成２４年５月２９日改正） 

この改正は、平成２４年６月１日から実施する。 

附 則（平成２５年４月２２日改正） 

１ この改正は、平成２５年４月２３日から実施する。 

２ この改正前に耐震診断支援事業を受けた補助対象建築物については、第２条第４号の

耐震診断は、同号に定めるもののほか、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の

耐震精密診断と補強方法（改訂版）」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」（時

刻歴応答計算による方法は除く）により地震に対する安全性を評価することをいう。 

附 則（平成２８年３月２８日改正） 



この改正は、平成２８年４月１日から実施する。 

附 則（平成２８年６月１日改正） 

  この改正は、平成２８年６月１日から実施する。 

附 則（平成３０年４月１日改正） 

  この改正は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則（令和２年５月２８日改正） 

  この改正は、令和２年６月１日から実施する。 

附 則（令和７年３月３１日改正） 

  この改正は、令和７年４月１日から実施する。 

    附 則（令和８年３月３１日改正） 

  この改正は、令和８年４月１日から実施する。 

 

 


